
１ 「本申請書の使い方」で申請の流れを確認する

最初に、「本申請書の使い方」を読み、申請の流れを確認してください。



２ 事業所別に個票を作成する

まず個票を作成し、その後、総括表を作成します。



３ 個票の記入例（１）入所施設の場合

クリーム色に着色されたセルに入力します。 施設名・事業所名を入力してください

入所施設につい
ては定員数を入
力してください

プルダウンメ
ニ ューから
選択します

サービス種別を
選択すると基準
単価が表示され
ます

実際に購入した物品の品目名、所要額（消費税額
を除く）、数量等を記載します税抜きの金額を入力してください。

（消費税は補助対象外です。）

所要額が、1,000円未満の場合、申請額がゼロとなります。※1,000円未満は申請できません。



３ 個票の記入例（２）通所事業所等の場合

クリーム色に着色されたセルに入力します。 施設名・事業所名を入力してください

通所事業所につ
いては定員数は
入力不要です

プルダウンメ
ニ ューから
選択します

サービス種別を
選択すると基準
単価が表示され
ます

所要額が、1,000円未満の場合、申請額がゼロとなります。※1,000円未満は申請できません。

実際に購入した物品の品目名、所要額（消費税額
を除く）、数量等を記載します

税抜きの金額を入力してください。
（消費税は補助対象外です。）



３ 個票の記入例（３）国保連経由の申請の場合

クリーム色に着色されたセルのプルダウンから○を選択します

医療機関向けと介護サービス向けの同様の補助金を重複申請していないか確認するものです。

誓約事項の内
容について確認
していただき、
間違いなければ
プ ル ダ ウ ン メ
ニューから○を
選択してくださ
い

国保連経由の
申請の場合、
口座情報につ
いて同意及び
確認が必要で
す



３ 個票の記入例（４）コールセンター経由申請の場合

クリーム色に着色されたセルのプルダウンから○を選択します

医療機関向けと介護サービス向けの同様の補助金を重複申請していないか確認するものです。

誓約事項の内
容について確認
していただき、
間違いなければ
プ ル ダ ウ ン メ
ニューから○を
選択してくださ
い

コールセンター
経由の申請の
場合、口座情
報の欄は空欄
としてください。



３ 個票の記入例（５）プルダウンにサービスが無い場合

サービス種別のプルダウンメニューに該当するサービスが無い場合、次のとおり入力します。

サービス種別 入力方法

宿泊型自立訓練 「自立訓練（生活訓練）」を選択してください。

就労移行支援（養成施設） 「就労移行支援」を選択してください。

重度障害者等包括支援 「居宅介護」を選択してください。

【記入例】 宿泊型自立訓練の場合 自立訓練（生活訓練）を選択します。

一つの事業所で、宿泊型自立訓練と自立訓練（生活訓練）を実施している場合であって、両方
のサービスについて補助金を申請する場合、サービス種別が「自立訓練（生活訓練）」の個票を
２つ作成し、申請してください。事業所番号も同一となります。
例 個票１ 宿泊型自立訓練分 → サービス種別は「自立訓練（生活訓練）」

個票２ 自立訓練（生活訓練）分 → サービス種別は「自立訓練（生活訓練）」



４ 個票の集約（１法人で複数事業を運営している場合）

事業所ごとに作成した個票を一つのファイルにまとめ、シート名を
個票１、個票２、個票３～と連番になるよう変更します。

※ １法人１事業の場合、この作業は必要ありません。 シート名を「個票１」「個票２」と連番にします。
（記入例は１法人で５事業分申請する場合）

シート名にスペースが入っていたり、ピリオドなど不要な
文字があったりするとエラーになり、集計されません。



５ 申請額一覧の確認

シート名を正しく変更すると、申請額一覧シートに、各個票に入力したデータが反映されます。
（申請額一覧シートに、申請者が入力する欄はありません。）

個票に入力したデータと一致しているか、
確認してください。

総括表の申請者の名称欄に入力
すると、自動的に表示されます。

Ｍ列に「国保連へ申請」又は「県へ
申請」が表示されると、一覧表に個
票のデータが表示されます。



６ 総括表の記入例（１）

総括表に法人名等を入力します ・法人の名称を記載してください。

記載例：特定非営利活動法人○○ネットワーク
△△△株式会社

申請担当者に連絡がとれる電話
番号とアドレスを記載してください。

この補助金の申請担当
者を記載してください。

代表者の職名・氏名を記載してください。

記載例：代表理事 △△ 三郎、代表取締役社長 ▽▽ 和子



６ 総括表の記入例（２）

申請内容が、申請額一覧や個票のデータと一致しているか確認します。

申請額一覧に表示された分が、
自動的に総括表に表示されます。
入力の必要はありません。



６ 総括表の記入例（３）

申請内容が、申請額一覧や個票のデータと一致しているか確認します。
注意事項を確認したら、チェックボックスにチェックを入れます。

合計額を確認してく
ださい。

注意事項を確認し、チェックボックスにチェックを入れてください。

申請額一覧に表示
された分が、自動的
に総括表に表示され
ます。
入力の必要はありま
せん。



７ 国保連へのオンライン申請

国保連へオンライン申請する場合は、以上で申請書は完成です。

障害者総合支援電子請求システムにアクセスし、エクセルファイルをアップロードして
申請してください。

アップロードの仕方など操作方法については、障害者総合支援電子請求ヘルプ
デスク（電話番号：0570-059-403）にお問合せください。

ファイル名を、代表となる事業所の事業所番号に変更してください。

アップロード

ファイル名を事業所番号に変更します。



８ 口座振替依頼書の作成

口座振替依頼書の記入例は、次のページから始まりますので参照してください。

コールセンターに申請する場合は、申請書に加えて「口座振替依頼書」と、通帳の
写しが必要です。

②口座振替依頼書①申請書 ③通帳の写し

口座振替依頼書のファイル名も、申請
書のファイル名と同じ事業所番号に変
更してください。

通帳の写しはPDFファイルか画像ファイ
ルにして、ファイル名は同じく事業所番
号に変更してください。



９ 口座振替依頼書の記入例（１）
コールセンターに申請書を提出する場合は口座振替依頼書が必要です。

法人名が、申請書の法人名と一致している
必要があります。

代表者氏名が、申請書の代表者氏名と一致
している必要があります。

口座名義が、上記の法人名及び申請書の法
人名と一致している必要があります。

通帳に記載されているカナ名義をそのまま記
載してください。



９ 口座振替依頼書の記入例（２）

口座振替依頼書に記載した口座の預金通帳の写しをスキャンし、PDFファイル等で添付してください。

COPY
(PDFファイル)

※ 通帳の表紙ではなく、
金融機関の名称、口座
番号、名義人が記載され
ている通帳の先頭の見開
きページの写しを添付して
ください。

添付



COPY
(PDFファイル)

９ 口座振替依頼書の記入例（３）ゆうちょ銀行の場合

ゆうちょ銀行の場合は、口座振替依頼書の下部の専用欄に記入してください。

通帳の先頭の見開きページの下部にある、振込用の
店番、口座番号を記入してください。

※ ゆうちょ銀行の「記号・番号」は記入しないでください。
「記号・番号」を記載した場合、補助金を振り込むことができません。

口座番号は７桁です。

※ 通帳の先頭の見開き
ページの写しの添付も忘れ
ずにお願いします。



１０ コールセンターへ申請書の提出

コールセンターへ申請書を提出する場合は、以上で申請書類は完成です。
電子メールにファイルを添付して申請してください。

＜電子メールに添付するファイル＞
• 補助金交付申請書兼実績報告書（様式１、２、３ ）（エクセルファイル）
• 口座振替依頼書（様式４）（ワードファイル）
• 通帳の写し（PDFファイル等）

【重要】

コールセンターに電子メールで申請書が届いた場合、１０日以内に受領確認の返信

メールがあります。

もし、１０日が経過しても受領確認メールが届かない場合は、コールセンターに電話

でお問合せください。

【電子メールによる提出ができない場合】
郵送による提出を希望する場合は、コールセンターに電話でお問合せください。

コールセンターメールアドレス info@s-kansen-shogai.com



問合せ先

問合せ内容
• 感染防止対策支援事業補助金の支給要件、制度概要

• 申請書の入手方法、申請書の記入方法、申請内容に不備があった場
合の対応

埼玉県感染防止対策支援事業コールセンター（障害）
・電話番号：050-8882-6688
・電話番号：044-741-3023（上記番号でつながらない場合）
・受付時間：9:00～17:30（土日祝日を除く）

・メールアドレス：info@s-kansen-shogai.com

問合せ内容
• 障害者総合支援電子請求システムを利用した申請手順の案内
• システムの操作方法、ログイン方法、申請書のアップロード手順・確認
• 支払通知書の取得、確認方法

障害者総合支援電子請求ヘルプデスク

・電話番号：0570-059-403

・受付時間：平日 10:00～20:00
土日祝日 10:00～17:00


